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門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置事業者公募要領 

 

下記のとおり設置事業者の公募を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を

本要領に従って提出して下さい。 

 

令和７年９月５日 

 

記 

１ 募集内容 

⑴ 件名 門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置業務 

⑵ 業務内容 

別紙「門真市庁舎広告付き周辺案内地図等設置業務仕様書」のとおり 

⑶ 設置期間 

 設置期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 ⑷ 設置場所 

  ①広告付き行事案内表示板…門真市庁舎本館１階 

②広告付き周辺案内地図・行事案内表示板…門真市庁舎別館１階（令和８年５月

７日から中町ビル１階） 

設置場所については、別紙「設置場所図」を参照。 

２ 施設の概要 

⑴ 名称  

門真市庁舎本館及び別館 

中町ビル 

⑵ 所在地 

門真市庁舎…門真市中町１番１号 

中町ビル…門真市中町１番19号 門真中町ビル 

⑶ 開庁時間 

午前９時から午後５時30分まで 

 ⑷ 閉庁日 

  土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～翌年１月３日） 

 ⑸ 参考 
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  ①人口 115,739人（令和７年４月１日現在） 

  ②世帯数 64,584世帯（令和７年４月１日現在） 

  ③来庁者数 199,972人（令和６年度実績・門真市庁舎別館のみ） 

 

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

本公募に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された

者とします。 

⑴ 地方自治法施行令第167条の４（昭和22年政令第16号）の規定に該当しない者

であること。 

⑵ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再

生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第１項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者

に係る同法第174条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再

生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

⑶ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定による更

生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更

生法（昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。）第30条第１項又は第２項

の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」とい

う。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 

ただし、同法第41条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づ

く更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る同法第199

条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可

の決定を含む。）があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった 

者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱（平成18年12月６日施行）に基づ

く入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有

無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 

⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱（平成25年４月１日施行）に基

づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の

有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 
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⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる

者でないこと。 

⑺ 令和７年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「その他業務等

の７-ｉホームページ作成・広告代理」に登録していること。 

⑻ 令和２年４月１日から応募申込み締切日までに国又は地方公共団体と、広告付

き周辺案内地図設置業務に関する協定等を締結し、誠実に履行中又は履行を完了

したこと。 

 

３ 公募参加手続き 

  本公募に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で公募の参加

に必要な書類を、郵送又は持参することにより公募参加手続きを行うものとします。 

⑴ 公募の参加に係る書類の交付 

本 公 募 の 参 加 関 係 書 類 は 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.city.kadoma.osaka.jp/）の「入札・契約情報」からダウンロードで

配布するほか次のとおり交付します。 

ア 交付書類 

 (ｱ) 公募参加申込書（様式Ａ） 

 (ｲ) 仕様書 

 (ｳ)  広告掲載料提案書（様式１） 

 (ｴ) 質問・回答書（様式Ｃ） 

 (ｵ) 門真市広告掲載要綱 

 (ｶ) 門真市広告掲載基準 

 (ｷ) 設置場所図 

イ 交付期間及び交付時間 

令和７年９月５日（金）から令和７年９月19日（金）まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）

の午前９時から午後５時30分まで（正午から午後０時45分までを除く。） 

ウ 交付場所  

  門真市中町１番１号 門真市役所 本館１階 

  門真市 企画財政部 魅力発信課 

⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先

https://www.city.kadoma.osaka.jp/
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へ質問・回答書（様式Ｃ）を使用して、電子メールにて質問してください。また、

電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 

ア 期間 

令和７年９月５日（金）から令和７年９月12日（金）まで 

送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する

休日を除く午前９時から午後５時30分まで（正午から午後０時45分までを除

く。）の間に行ってください。 

イ 問合せ先 

門真市中町１番１号 門真市役所 本館１階 

門真市 企画財政部 魅力発信課 

電話 直通  06（6902）5605 

大代表 06（6902）1231（内線2145又は2146） 

代表  072（885）1231（内線2145又は2146） 

    電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jp 

  ウ 質問に対する回答 

    質問に対する回答は本市ホームページ（https://www.city.kadoma.osaka.jp/） 

   に令和７年９月17日（水）に掲載します。 

⑶ 提出方法等 

   本公募に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める期間内に

次のイへ郵送又は持参してください。 

  ア 提出期間 令和７年９月５日（金）から令和７年９月19日（金）（郵送の場合

は同日必着とします。）までとします。 

  イ 提出先 

    〒571-8585 

  門真市中町１番１号 門真市役所 本館１階 

  門真市 企画財政部 魅力発信課 

  ウ 提出書類 

   (ｱ) 公募参加申込書（様式Ａ） 

   (ｲ) 広告掲載料提案書（様式１） 

(ｳ) ２⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面（協定書等）の写し 

   (ｴ) 設置予定機器概要資料（指定なし） 

https://www.city.kadoma.osaka.jp/
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  エ 設置事業候補者の決定 

(ｱ) 広告掲載料提案書（様式１）には、各年度の広告掲載料額および合計金額

を記載してください。 

(ｲ) 設置事業者の決定については、提出された広告掲載料提案書（様式１）を

審査し、合計金額が最高であった者を設置事業候補者とします。 

(ｳ) 総額の最高価格が２者以上になった場合は、価格交渉を行い、より高い提

案額を提示した者を設置事業候補者に決定します。 

(ｴ) 公募申込者が１者に満たない場合は、その物件の公募を中止します。 

   (ｵ) 資料の作成に係る費用は、公募参加者の負担とします。 

   (ｶ) 提出書類は返却しません。 

 

５ 設置事業者の公表 

  設置事業候補者を決定したときは、設置事業者に通知するとともに門真市ホーム

ページに設置事業者の住所又は所在地、商号又は名称、代表者の役職及び氏名を掲

載します。 

 

６ 問合せ先 

  〒571-8585 

門真市中町１番１号 門真市役所 本館１階 

門真市 企画財政部 魅力発信課 

電話 直通  06（6902）5605 

大代表 06（6902）1231（内線2145又は2146） 

代表  072（885）1231（内線2145又は2146） 

     電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jp 


